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滋賀県立大学 湖風会 「人間文化学部同窓会」通常総会 

 

次 第 

 

1． 会長挨拶 

 

2． 議案審議 

 

第 1号議案 令和元年度、令和 2年度 事業報告 

 

第 2号議案 令和元年度、令和 2年度 会計報告ならびに監査報告     

 

第 3号議案 令和 3年度 事業計画案 

 

第 4号議案 令和 3年度 予算案 

 

第 5号議案 役員改選 

 

以上 
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会長挨拶 

 

 

日頃より滋賀県立大学湖風会「人間文化学部同窓会」の活動にご支援とご協

力を賜りまして誠にありがとうございます。 

昨年より新型コロナウイルス感染症が世界的に猛威を振るい、全国的に緊急

事態宣言が発令されるなど対策がなされていますが、未だ収束の目途が立って

おりません。このような状況の中、滋賀県立大学ではオンラインでの遠隔授業

を取り入れながら感染防止対策を徹底して学生に学びの機会を提供されてい

ます。そこで全学部の同窓会「湖風会」では学生の支援を目的として大学へ 300

万円の寄付をおこないました。寄付金は学習環境の充実のため電子書籍の購入

や、学内への非接触式顔認識温度検知器の設置に使用されています。 

 

さて、例年であれば人間文化学部支部の総会は同窓会館である「湖風会館」

にて開催しておりますが、今回は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止

するため、書面での議決を執らせていただくことを理事会で決定いたしました。 

つきましては、総会資料をご確認いただき、同封しております書面表決書を

ご提出くださいますようお願いいたします。議案の可決につきましては、ご提

出いただいた書面表決書のうち賛成・承認が過半数の場合に可決とさせていた

だきます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

皆さまには益々健康にご留意いただき、次回の総会でお目にかかれますこと

を祈念申し上げます。 

 

 

人間文化学部同窓会 会長 

戸田雄一 
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第１号議案

令和元年度　湖風会「人間文化学部同窓会」事業報告

2019年4月1日～2020年3月31日

年 月 日 　活動名 　　　内　　　　　　容 　場　　　所

2019年4月27日 第１回理事会 2019年度活動について 大学サテライトプラザ彦根

総会について　　他

5月 18日 第 2 回理事会 総会準備 湖風会館

6月 29日 支部活動 総会準備 湖風会館

7月 6日 2019年度総会 事業報告・決算報告・役員改選 湖風会館

事業計画案　予算案

その他

8月 31日 第 3 回理事会 交流活動（湖風祭参加）　企画 大学サテライトプラザ彦根

9月 14日 支部活動 交流活動（湖風祭参加）　準備 大学サテライトプラザ彦根

10月20日 評議員会 交流活動（湖風祭参加）　準備 湖風会館

11月9日 支部活動 交流企画（湖風祭参加）　実施 滋賀県立大学

10日 評議員、理事の参加（のべ40名）

令和2年度　湖風会「人間文化学部同窓会」事業報告

2020年4月1日～2021年3月31日

新型コロナウイルス感染症の拡大により、2020年度はすべての事業を中止いたしました。

前年度に引き続き、滋賀県立大学「湖風祭」へ同窓会としてイベント参加をおこないました。
湖風会館で親子づれを対象にした紙芝居、折り紙、抹茶体験を提供し、
湖風祭開催期間（2日間）に学生や地域住民の方およそ165名にご来場いただきました。
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第2号議案
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第2号議案
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第2号議案
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第３号議案

令和3年度　湖風会「人間文化学部同窓会」事業計画

2021年4月1日～2022年3月31日

年 月 日 　活動名 　　　内　　　　　　容 　場　　　所

2021年8月21日 第１回理事会 2021年度活動について オンライン会議

総会について　　他

第２回理事会 総会について　　他 オンライン会議

10月中旬 2021年度総会
事業報告・決算報告・役員改選
事業計画・予算案

書面による決議

第3回理事会
総会の書面評決　とりまとめ
今後の支部活動についての検討

湖風会館

第4回理事会
2021年度事業報告・決算報告
2022年度事業計画・予算案

湖風会館

9月25日

11月13日

2022年3月12日

新型コロナウイルス感染症への対応として、理事会をオンラインで開催し、
通常総会は書面議決による開催をいたします。
滋賀県立大学「湖風祭」へのイベント参加は令和3年度も見送ることにいたします。
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第4号議案

2021年4月1日～2022年3月31日

収 入 の 部 （単位：円）

科 目 予算額 前年度予算額

前年度繰越金 103,342           43,342            

活 動 助 成 金 0 56,658

利 息 0 0

雑 収 入 0 0

収入合計 103,342           100,000           

支 出 の 部 （単位：円）

科 目 予算額 前年度予算額

会 議 費 10,000            10,000            

通 信 費 30,000            30,000            

事 務 費 20,000            20,000            

総 会 費 30,000            0

活 動 費 0 30,000            

予 備 費 13,342            10,000            

支出合計 103,342           100,000           

湖風祭参画費用

印刷用紙、プリンタインク、
ファイル、テープ等の
事務用品　他

切手、はがき、宛名ラベル　他

令和3年度 人間文化学部同窓会 予算（案）

はがき、切手、宛名ラベル
他

備 考

理事会

備 考
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第 5号議案 

 

2021年度 湖風会「人間文化学部同窓会」役員 案 

役 職 名 氏  名 卒 業 年 学  科 

顧 問 武邑 尚彦 ― 名誉教授 

 大辻 房枝 昭和 28年卒 食 物 

会 長 戸田 雄一 平成 14年卒 地域文化 

副会長 辻 ひとみ 昭和 42年卒 家 政 

 早川 幸代 平成 1 年卒 幼 教 

 阿閉 順子 平成 8 年卒 食 物 

 杉山 こず恵 平成 8 年卒 食 物 

会 計 松宮 小百合 昭和 60年卒 食 物 

監 査 大森 美喜子 昭和 39年卒 食 物 

 吉井 光 平成 22年卒 地域文化 

理 事 大辻 房枝 昭和 28年卒 食 物 

 炭本 淳子 昭和 39年卒 保 育 

 國松 靖子 昭和 41年卒 食 物 

 矢吹 安子  昭和 42年卒 保 育 

 増田 泰子 昭和 51年卒 幼 教 

 大菅 尚子 昭和 56年卒 幼 教 

 川邉 安代 昭和 56年卒 食 物 

 佐藤 良子 昭和 61年卒 食 物 

 植田 亮平 平成 12年卒 地域文化 

 成田 卓己 平成 12年卒 地域文化 

 村上 真規 平成 14年卒 地域文化 

 星野 志保 平成 15年卒 地域文化 

会長の再任は 1 回とすることが会則で定められていますが、新型コロナウイルス感染症

の拡大により 2020年度の理事会審議がすべて中止になったことを踏まえ、新役員体制を

検討する充分な審議時間をあらためて確保するため、今回に限り 2 回目の再任として戸

田雄一を理事会で推薦することにいたしました。 
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【別紙 1】 

湖風会「人間文化学部同窓会」会則 

第１章 総則 

  名称  

第 1 条 本会は、湖風会「人間文化学部同窓会」（以下本会という）と称する 

  目的  

第 2 条 本会は、会員相互の交流と親睦を図り、滋賀県立大学（以下県立大 

学という）の発展に寄与することを目的とする 

  事業  

    第 3 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う 

（1） 会員と県立大学との連携推進 

（2） 会員相互の交流・親睦 

（3） 県立大学の活動支援 

（4） その他本会の目的を達成するための事業 

第２章 会員 

  会員  

第 4 条 本会は、次の会員で構成する 

(1) 正会員  県立大学人間文化学部の同窓生と在学生、元県立短期大学 

 【県立女子専門学校、県立短期大学《文科・家政科・食物科・ 

 保育科・家政学科（家政専攻・被服専攻）・食物学科・幼児 

 教育学科》】・保育専門学院の同窓生 

(2) 特別会員 母校教職員と旧教職員  

(3) 賛助会員 本会の趣旨に賛意を表し、理事会で認められたもの 

第３章 

役員 

第 5 条 本会に次の役員を置く 

（1） 会長   1 名 

（2） 副会長  若干名（1 名は庶務を兼ねる） 

（3） 理事   若干名 

（4） 会計   1 名 

（5） 評議員  若干名 

（6） 監査   2 名 

（7） 顧問   若干名 

役員の選任 

第 6 条 役員の選任は次の手続きに従う 

（1） 会長は、理事の互選又は理事会で推薦する 

（2） 副会長、会計、監査は会長が推薦し、理事会で承認する 

（3） 理事は、評議員会において評議員中より互選する。 

（4） 評議員は、正会員中より選出し、理事会で指名、委任する 

（5） 顧問は、理事会で推薦する 

役員の任務 

第 7 条 役員の任務は次の通りとする 

（1） 会長は、本会を代表して会務を総括する 
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（2） 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する 

（3） 会計は、本会の会計を掌る 

（4） 理事は、理事会を組織し、会務を執行する 

（5） 評議員は、評議員会を組織し、事業等を実行する 

（6） 監査は、必要に応じて会計監査を行う 

（7） 顧問は、会議に出席し、会務に関する事項について助言する 

役員の任期 

第 8 条 役員の任期は 2 年とし、再任は妨げない 

（1） 会長の再任は 1 回とする 

（2） 役員の欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする 

第４章 会議 

総会 

  第 9 条 総会は 2 年に１回開催し、本会の会員をもって組織する     

（1） 会則の改廃、及び本会の運営に関する重要な事項について審議及び決定する 

（2） 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する 

（3） 理事会が必要と認めた時は、臨時に総会を開くことができる 

理事会 

第 10 条 理事会は第 5 条に規定する会長、副会長、理事、会計及び監査を 

もって組織する 

1. 理事会は次に掲げる事項を審議・執行する 

（1） 役員の選任に関する事項 

（2） 事業計画の企画・立案及び執行 

（3） 予算及び決算に関する事項 

（4） 会則の改廃案に関する事項 

（5） その他会長が必要と認めた事項 

     2. 理事会の議長は会長、または会長が指名した者が行う 

     3. 理事会が必要と認めたものは会議に出席できる 

評議員会  

第 11 条 評議員会は第 5 条に規定する会長、副会長、理事、評議員、会計及び監査をも

って組織する 

1. 評議員会は事業を実行する 

第５章 会計 

  会費  

第 12 条 本会として年会費は徴収しない 

経費 

第 13 条 本会の経費は、湖風会からの活動助成金、寄付金及びその他の収入を 

もって充てる 

会計年度は毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする 

監査 

第 14 条 会計年度ごとに、監査を実施する 

第６章 その他 

事務局 事務局は彦根市八坂町 2500 滋賀県立大学 湖風会同窓会館内に置く 

 

 

執行期日 本会則は平成 27 年 11 月 7 日より施行する 
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【別紙2】

人間看護学部支部

人間文化学部支部

湖風会　組織図

家政学科（家政専攻）

農業土木学科

農業経済学科

工業建築学科

環境生態学科

環境政策・計画学科（専攻）

環境建築デザイン学科（専攻）

東海支部

滋賀支部

近畿支部

幼児教育学科

人間看護学科

看護学科

地域文化学科

生活デザイン学科（専攻）

生活栄養学科（専攻）

人間関係学科（専攻）

芹翠会（短大・専門）

滋賀県立大学

湖建会（短大）

農学部（短大）

家政学科（被服専攻）

食物学科

工学部支部（工学部学友会）

国際コミュニケーション学科

材料科学科

学部支部同窓会

機械システム工学科

電子システム工学科

機械工学科

工業化学科

生物資源管理学科

農学科

彦機会（短大・専門）

湖気会（短大・専門）

滋賀県立大学

湖畔の会（短大）

滋賀県立大学

滋賀県立大学

総会

役員会

事務局湖風会本部

名簿管理委員会

地域支部同窓会

広報委員会

総務委員会

就職支援委員会

湖風会館管理委員会

環境科学部支部
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